
１　選挙人名簿登録資格等

　（１）年齢要件　平成19年3月2日までに生まれた者

　（２）住所要件　令和6年12月1日までに当該市町の住民基本台帳に記録され、その後引き続き

 　　　　 　　　　令和7年3月1日まで住所を有する者　　※注

　（３）登　　録　令和7年3月1日現在で、同日又は3月3日に市町選挙管理委員会が登録した。

２　市・町別対前回選挙人名簿登録者総数比較

（単位：人）

   (A)    (B)

男 女 計 男 女 計 男 女 計

市　計 387,021 419,247 806,268 387,840 420,186 808,026 △ 819 △ 939 △ 1,758

(△ 0.21) (△ 0.22) (△ 0.22)

町　計 56,095 60,991 117,086 56,314 61,234 117,548 △ 219 △ 243 △ 462

(△ 0.39) (△ 0.40) (△ 0.39)

県　計 443,116 480,238 923,354 444,154 481,420 925,574 △ 1,038 △ 1,182 △ 2,220

(△ 0.23) (△ 0.25) (△ 0.24)

３　対前回比較増減団体調

市町名 増加数 市町名 増加数 市町名 減少数 市町名 減少数

かほく市 51 金沢市 △ 462 中能登町 △ 75

野々市市 42 輪島市 △ 277 内灘町 △ 70

津幡町 25 小松市 △ 274 穴水町 △ 45

川北町 10 七尾市 △ 268 宝達志水町 △ 28

加賀市 △ 241 能美市 △ 1

珠洲市 △ 168

能登町 △ 152

志賀町 △ 127

羽咋市 △ 80

白山市 △ 80

　　※注　　当該市町の区域内から住所を移した年齢満１８年以上の日本国民のうち、その者に係る登録市町の住民票

　　　　　　が作成された日から引き続き３箇月以上登録市町の住民基本台帳に記録されていた者であって、登録市町

　　　　　　の区域内に住所を有しなくなった日後４箇月を経過しないものも登録される。

令和6年12月定時登録

令和7年3月4日

選挙人名簿登録者数（3月定時登録）

(外線：076-225-1282)

（単位：人）

対 前 回 増 加 団 体 （ 4 団 体 ) 対 前 回 減 少 団 体 （ 15 団 体 )

石川県選挙管理委員会

（内線：3547～3549）

注）Ｃ欄中の（　）は、増減率（％） → （Ｃ）／（Ｂ）

区　分
対前回増減 (A)-(B)   (C)令和7年3月定時登録


